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資料３ 
 

その他の事業運営上の留意事項 

 

１．指定居宅サービスの人員・設備・運営に関する基準及び介護報酬について 

・令和５年度末で経過措置を終了する介護報酬の改定事項について・・・・・・・２～６ 

・業務継続計画の作成等（ＢＣＰ）について・・・・・・・・・・・・・・・・・７～８ 

  ・福祉サービス第三者評価・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９～１０ 

  ・新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う人員基準等に関する臨

時的な取扱いについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１～１４ 

  ・通所介護等において感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じ

ている場合の３％加算及び規模区分の特例・・・・・・・・・・・・・・・１５～１６ 

  ・情報通信機器を活用した介護サービス事業所・施設等における管理者の業務の実施に関

する留意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７～２１ 

   

２．利用者や従業者等の生命及び健康保持のために知っておくべきこと 

  ・介護現場における感染対策の手引き（第３版）等について・・・・・・・・・・・２２ 

  ・肺炎球菌ワクチン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２３ 

  ・ノロウイルス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２４～２５ 

  ・インフルエンザ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２６～２７ 

  ・腸管出血性大腸菌（O１５７等）感染症・・・・・・・・・・・・・・・・ ２８～２９ 

  ・結核・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３０～３１ 

  ・ＨＩＶ／エイズ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３２ 

  ・レジオネラ症・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３３～３４ 

                                    

３．その他の留意事項について 

・高齢者虐待防止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３５～３８ 

  ・大阪府障がい者差別解消条例の改正・・・・・・・・・・・・・・・・・・３９～４０ 

  ・安全運転管理者制度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４１ 

  ・STOP！ながらスマホ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４２～４３ 

 



 

介 護 保 険 最 新 情 報

 

Vol.１１７４ 

令和５年１０月４日 

厚 生 労 働 省 老 健 局

高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課・老人保健課 

貴関係諸団体に速やかに送信いただきますよう

よろしくお願いいたします。 

各都道府県介護保険担当課（室） 
各市町村介護保険担当課（室） 
各 介 護 保 険 関 係 団 体  御 中 

← 厚生労働省 高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課、老人保健課

今回の内容 

令和５年度末で経過措置期間を終了する令和３年度介護報

酬改定における改定事項について（依頼） 

計３枚（本紙を除く） 

連絡先  TEL : 03-5253-1111（内線 ３９６０） 
FAX : 03-3595-3670 
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事 務 連 絡 

令和５年 10 月４日 

  都道府県 

各 指定都市 介護保険担当主幹部（局） 御中 

  中 核 市  

厚生労働省老健局 高 齢 者 支 援 課 

厚生労働省老健局 認知症施策・地域介護推進課 

厚生労働省老健局 老 人 保 健 課 

令和５年度末で経過措置期間を終了する令和３年度介護報酬改定における改定事項に

ついて（依頼） 

介護保険制度の円滑な運営につきまして、平素より御理解と御尽力を賜り厚く御礼

申し上げます。標記の件につきまして、下記のとおり周知いたしますので、各都道府

県におかれましては、内容を御了知の上、管内保険者、サービス事業者及び関係団体

等への周知に特段の御配慮をお願いいたします。 

記 

令和３年度介護報酬改定において、別紙１に掲げる改定事項については、令和５年

度末（令和６年３月３１日）までに経過措置が終了する予定となっております。当該

経過措置の終了まで約６か月となったことから、貴自治体におかれましては管内の事

業所に周知するとともに、都道府県におかれましては、管内保険者及び関係団体等に

対し改めて周知いただきますようお願いいたします。 

また、周知に当たって、広報資料（別紙２）をお送りしますので、研修会等での周

知、ホームページへの掲載、窓口での配布等に御活用いただきますようお願いいたし

ます。 
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経
過
措
置
を
設
け
た
令
和
３
年
度
介
護
報
酬
改
定
事
項
一
覧

名
称

対
象
サ
ー
ビ
ス

経
過
措
置
の
概
要

感
染
症
対
策
の
強
化

全
サ
ー
ビ
ス

感
染
症
の
予
防
及
び
ま
ん
延
防
止
の
た
め
の
訓
練
、
対
策
を
検
討
す
る
委
員
会
を
定

期
的
に
開
催
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
従
業
者
に
対
し
て
周
知
す
る
こ

と
。
ま
た
、
指
針
を
整
備
す
る
こ
と
。

業
務
継
続
に
向
け
た

取
組
の
強
化

全
サ
ー
ビ
ス

感
染
症
や
非
常
災
害
の
発
生
時
に
お
い
て
、
利
用
者
に
対
す
る
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を

継
続
的
に
実
施
す
る
た
め
の
、
及
び
非
常
時
の
体
制
で
早
期
の
業
務
再
開
を
図
る
た

め
の
計
画
を
策
定
し
た
上
で
、
従
業
者
に
対
し
て
周
知
す
る
と
と
も
に
、
必
要
な
研

修
及
び
訓
練
を
定
期
的
に
実
施
す
る
こ
と
。
ま
た
、
定
期
的
に
業
務
継
続
計
画
の
見

直
し
を
行
い
、
必
要
に
応
じ
て
業
務
継
続
計
画
の
変
更
を
行
う
こ
と
。

認
知
症
介
護
基
礎
研
修
の

受
講
の
義
務
付
け

全
サ
ー
ビ
ス

※
無
資
格
者
が
い
な
い
訪
問

系
サ
ー
ビ
ス
（
訪
問
入
浴
介

護
を
除
く
）
、
福
祉
用
具
貸

与
、
居
宅
介
護
支
援
を
除
く

介
護
に
直
接
携
わ
る
職
員
の
う
ち
、
医
療
・
福
祉
関
係
の
資
格
を
有
さ
な
い
者
に
つ

い
て
、
認
知
症
介
護
に
か
か
る
基
礎
的
な
研
修
を
受
講
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
措
置

を
講
じ
る
こ
と
。

高
齢
者
虐
待
防
止
の
推
進

全
サ
ー
ビ
ス

虐
待
の
発
生
又
は
そ
の
再
発
を
防
止
す
る
た
め
の
対
策
を
検
討
す
る
委
員
会
を
定
期

的
に
開
催
し
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
従
業
者
に
対
し
て
周
知
を
行
う
と
と
も
に
、
必

要
な
指
針
を
整
備
し
、
研
修
を
定
期
的
に
実
施
す
る
こ
と
。
ま
た
、
こ
れ
ら
を
適
切

に
実
施
す
る
た
め
の
担
当
者
を
置
く
こ
と
。

施
設
系
サ
ー
ビ
ス
に
お

け
る
口
腔
衛
生
管
理
の

強
化

施
設
系
サ
ー
ビ
ス

口
腔
衛
生
の
管
理
体
制
を
整
備
し
、
各
入
所
者
の
状
態
に
応
じ
た
口
腔
衛
生
の
管
理

を
計
画
的
に
行
う
こ
と
。
な
お
、
「
計
画
的
に
」
と
は
、
歯
科
医
師
又
は
歯
科
医
師

の
指
示
を
受
け
た
歯
科
衛
生
士
が
、
介
護
職
員
に
対
す
る
口
腔
衛
生
の
管
理
に
係
る

技
術
的
助
言
及
び
指
導
を
年
2
回
以
上
実
施
す
る
こ
と
と
す
る
。

施
設
系
サ
ー
ビ
ス
に
お

け
る
栄
養
ケ
ア
・
マ
ネ

ジ
メ
ン
ト
の
充
実

施
設
系
サ
ー
ビ
ス

栄
養
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
加
算
の
要
件
を
包
括
化
す
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
入
所
者
の
栄
養

状
態
の
維
持
及
び
改
善
を
図
り
、
自
立
し
た
日
常
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、

各
入
所
者
の
状
態
に
応
じ
た
栄
養
管
理
を
計
画
的
に
行
う
こ
と
。

事
業
所
医
師
が
診
療
し

な
い
場
合
の
減
算
（
未

実
施
減
算
）
の
強
化

訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン

事
業
所
の
医
師
が
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
計
画
の
作
成
に
係
る
診
療
を
行
わ
な
か
っ

た
場
合
に
、
例
外
と
し
て
、
一
定
の
要
件
を
満
た
せ
ば
、
別
の
医
療
機
関
の
計
画
的

医
学
的
管
理
を
行
う
医
師
の
指
示
の
も
と
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
提
供
す
る
こ

と
が
で
き
る
（
未
実
施
減
算
）
。
そ
の
要
件
の
う
ち
別
の
医
療
機
関
の
医
師
の
「
適

切
な
研
修
の
修
了
等
」
に
つ
い
て
猶
予
期
間
を
３
年
間
延
長
す
る
。

※
経
過
措
置
期
間
の
終
了
予
定
日
は
全
事
項
と
も
令
和
6
年
3
月
3
1
日

別
紙
１
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委員会の開催、指針の整備、研
修の実施、訓練（シミュレー
ション）の実施等を義務化。

１ 感染症対策の強化

令和５年度末で経過措置を終了する
介護報酬の改定事項について！

令和３年度介護報酬改定において、以下に掲げる７つの改定
事項については、令和５年度末（令和６年３月３１日）までに
経過措置が終了する予定です。

当該経過措置の終了まで約６ヶ月となっておりますので、運
営基準等を満たすことができているか、改めて改定事項をご確
認いただき、必要な対応をお願いいたします。

業務継続に向けた計画等の策定、
研修の実施、訓練（シミュレー
ション）の実施等を義務化。

業務継続に向けた
取組の強化

高齢者虐待防止の
推進

口腔衛生の管理体制を整備し、
入所者ごとの状態に応じた口腔
衛生の管理を行うこと。

施設系サービスにおけ
る口腔衛生管理の強化

施設系サービスにおける栄養
ケア・マネジメントの充実

事業所医師が診療しない場合の減算の強化
事業所外の医師に求められる「適切な研修の修了等」について、
適用猶予措置期間を延長。

2

3 4

5 6

７

令和３年度介護報酬改定における改定事項について（厚生労働省HP） ▶▶▶

委員会の開催、指針の整備、研
修の実施、担当者を定めること。

認知症介護基礎研修
の受講の義務付け

認知症介護基礎研修を受講させ
るために必要な措置を講じるこ
と。

入所者の状態に応じた栄養管理
を計画的に行うことを運営基準
に規定。
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○感染症の発生及びまん延等に関する取組の徹底を求める観点から以下の内容を義務化。

・施設系サービスについて、現行の委員会の開催、指針の整備、研修の実施等に加え、訓
練（シミュレーション）の実施。

・その他サービスについて、委員会の開催、指針の整備、研修の実施、訓練（シミュレー
ション）の実施等。

対象：全サービス１感染症対策の強化

○感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスが継続的に提供できる体
制を構築する観点から以下の内容を義務化。

・業務継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓練（シミュレーション）の実施等。

対象：全サービス２業務継続に向けた取組の強化

○認知症についての理解の下、本人主体の介護を行い、認知症の人の尊厳の保障を実現し
ていく観点から以下の内容を義務化。

・介護に関わる全ての者の認知症対応力を向上させていくため、介護サービス事業者に、
介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない者について、認知症介護
基礎研修を受講させるために必要な措置を講じること。

対象：全サービス３認知症介護基礎研修の受講の義務付け

対象：全サービス４高齢者虐待防止の推進

○口腔衛生管理体制を確保するよう促すとともに、状態に応じた丁寧な口腔衛生管理を更
に充実させる観点から以下の内容を義務化。

・口腔衛生管理体制加算を廃止し、同加算の算定要件の取組を一定緩和した上で、基本
サービスとして、口腔衛生の管理体制を整備し、入所者ごとの状態に応じた口腔衛生の管
理を行うこと。

対象：施設系サービス５施設系サービスにおける口腔衛生管理の強化

６施設系サービスにおける栄養ケア・マネジメントの充実

○訪問リハビリテーションについて、リハビリテーション計画の作成にあたって事業所医
師が診療せずに「適切な研修の修了等」をした事業所外の医師が診療等した場合に適正化
（減算）した単位数で評価を行う診療未実施減算について、事業所の医師の関与を進める
観点から以下の内容を見直し。

・事業所外の医師に求められる「適切な研修の修了等」について、適用猶予措置期間を延
長。

７事業所医師が診療しない場合の減算の強化 対象：訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ

対象：施設系サービス

令和５年度末で経過措置を終了する介護報酬の改定事項について（一覧）！

○利用者の人権の擁護、虐待の防止等の観点から以下の内容を義務化。

・虐待の発生又はその再発を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担
当者を定めること。

○栄養ケア・マネジメントの取組を一層強化する観点から以下の内容を見直し。

・「入所者の栄養状態の維持及び改善を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、
各入所者の状態に応じた栄養管理を計画的に行わなければならない」ことを運営基準に規
定。
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業務継続計画の策定については厚生労働省のHPをご参照ください。

（HPリンク）

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/douga_00002.html
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大阪府 福祉部 地域福祉推進室 地域福祉課
〒540-0008 大阪市中央区大手前３丁目２-１２
TEL：06-6944-9167 FAX：06-6944-6681

大阪府ホームページ：https://www.pref.osaka.lg.jp/chiikifukushi/daisansha/index.html

「第三者評価」受審の3つのメリット！

施設・事業所の
成長につながる！

▸事業者が提供しているサービスの質について改善点が明らかになります。

▸改善点が明らかになるため、サービスの質の向上に向けて具体的な目標が設定できます。

▸第三者評価を受ける過程で、職員間での諸課題の共有化と改善意欲の醸成が促進されます。

利用者等に
アピールできる！

▸評価結果を公表することにより、より多くの方々に事業所をＰＲできます。

▸サービスの質の向上に向けて、職員が一丸となって取り組んでいる姿勢をアピールできま

す。

▸さらに、継続受審することにより、改善意欲の高さと、施設・事業所及び職員の成長を

知ってもらうことができます。

求職者に
アピールできる！

▸公表された評価結果により、求職者に対して「当該施設・事業所の理念・基本方針」や

「利用者に対する考え方」「福祉人材の確保・育成計画」「人事管理の体制整備」等を周

知・PRすることができます。

▸施設・事業所の見える化につながり、安定的な人材確保を促します。

受審事業者の声

＊第三者評価を受審し、評価結果を公表することにより、社会福祉法人が経営する社会福祉施設の措置費の弾力運用が可能

になる場合があります。ご不明な点については、法人所轄庁（大阪府、政令指定市及び中核市の法人所管課）にお問合せ

ください。

＊第三者評価の受審の際に、児童福祉分野では、次のサービス種別で補助金などの金銭的補助を受けることができます。

ご不明な点等については、各市町村の保育所・放課後児童健全育成事業の所管課にお問合せください。

・保育所（公定価格の加算として受審料の２分の1程度補助（上限15万円・5年に１回））

・放課後児童健全育成事業（子ども・子育て支援交付金による受審料の満額補助（上限30万円・３年に1回））

＊また、障がい福祉分野においては、令和３年度障がい福祉サービス等報酬改定において、就労継続支援A型の基本報酬

算定方法にスコア方式が導入され、そのスコア評価の一つとして「前年度末日から過去3年以内の第三者評価の受審状

況」が盛り込まれています。ご不明な点等については、各指定・指導権者にお問合せください。

～『信頼され、選ばれる事業所』をめざして～
■福祉サービス第三者評価って何？

☞福祉サービスを提供する施設・事業所のサービスの質について、公正・中立な第三者評価機関（大阪府認証）が専門的・客観的な

立場から評価を行う取組みです。

☞評価結果は、大阪府ホームページ等で公表され、利用者及びその家族等が施設・事業所を選択する際の情報資源となります。

■施設全体としての人員確保やPCネットワークの構築、各種支援マニュアルの整備、事業計画

の策定等については、ご指摘頂いた内容を各職員間で共有し、PDCAサイクルの継続実施につ

なげていければと思います。ありがとうございました。 【多機能型事業所】

■当園の特色や保育方針、当法人の運営理念などを評価調査員の方がとてもよく理解して下

さって丁寧に評価して頂きました。 【保育所】

■自己評価を通して、サービス内容の振り返りができ、また、評価機関の方から、多くのご意

見を頂戴でき、今後のサービスの向上に大変役立ちました。 【児童発達支援センター】

■自分たちが考えたサービスについての妥当性の検証ができた点、職員間で第三者評価につい

ての知識が深まる点、実際に担当する職員のレベルアップにつながっている点は感謝したいと

思っています。 【特別養護老人ホーム】
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認証
番号

評価機関名 所在地 連絡先
評価実施分野

高齢 障がい ◎児童

270003
※

特定非営利活動法人

ふくてっく 大阪市阿倍野区 06-6652-6287 ● ● ●

270006 特定非営利活動法人

カロア 泉佐野市 072-464-3340 ● ● ●

270012
※

特定非営利活動法人

ニッポン・アクティブライフ・クラブ 大阪市中央区 06-6941-5220 ● ● ●

270025 株式会社

第三者評価 大阪市東淀川区 06-6195-6313 ●

270033
※

株式会社

H.R.コーポレーション 兵庫県西宮市 0798-70-0651 ● ● ●

270040
※

特定非営利活動法人

NPOかんなびの丘 堺市北区 072-255-6336 ● ●

270042
※

一般財団法人

大阪保育運動センター 大阪市中央区 06-6763-4381 ●

270048
※

特定非営利活動法人

エイジコンサーン・ジャパン 大阪市住之江区 06-6615-1250 ● ● ●

270049 特定非営利活動法人

評価機関あんしん 岸和田市 072-444-8080 ● ● ●

270050 一般社団法人

障がい・介護福祉事業支援
協会

大阪狭山市 072-121-8610 ● ●

270051 特定非営利活動法人

ほっと 堺市堺区 072-228-3011 ● ● ●

270052
※

一般社団法人

ぱ・まる 堺市堺区 072-227-4567 ● ● ●

270054 株式会社

ジャパン・マーケティング・エージェ
ンシー

大阪市中央区 06-6263-0141 ● ● ●

270055 特定非営利活動法人

あ・いっぽ 兵庫県神戸市 078-975-0181 ●

270056 一般社団法人

関西福祉サポート社中 大阪市淀川区 06-7777-1037 ● ● ●

270057 株式会社

ＥＭアップ 兵庫県西宮市 0798-65-3935 ●

270058 株式会社

評価基準研究所 東京都千代田区 03-3251-4150 ●

270059 株式会社

JAC機構 堺市西区 072-249-7882 ●

◆大阪府の認証評価機関一覧◆

（令和４年10月26日現在18機関）

※全国社会福祉協議会による全国共通の社会的養護関係施設等（児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設、児童自立支援施設、
母子生活支援施設、ファミリーホーム及び自立援助ホーム）第三者評価機関認証を受けている機関 (１８機関中7機関)

担当：大阪府 福祉部 地域福祉推進室 地域福祉課 調整グループ
TEL（代表）06-6941-0351(内線2491)、（直通）06-6944-9167

URL:https://www.pref.osaka.lg.jp/chiikifukushi/daisansha/index.html

【令和４年度】

◎児童福祉分野については、保育所・児童館・放課後児童健全育成事業が対象。
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事 務 連 絡 

令和５年５月１日 

  都道府県 

各 指定都市 介護保険担当主幹部（局） 御中 

  中 核 市  

厚生労働省老健局 高 齢 者 支 援 課 

厚生労働省老健局 認知症施策・地域介護推進課 

厚生労働省老健局 老 人 保 健 課 

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う人員基準等に関

する臨時的な取扱いについて 

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱

いについては、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の

臨時的な取扱いについて」（令和 2 年 2 月 17 日付厚生労働省老健局総務課認知症施策

推進室ほか連名事務連絡）等別紙１に掲げる一連の事務連絡（以下「コロナ特例事務

連絡」という。なお、本事務連絡における、各コロナ特例事務連絡の呼称は別紙１を

参照すること。）でお示ししているところである。 

今回、コロナ特例事務連絡における人員基準等の臨時的な取扱いについて、新型コ

ロナウイルス感染症（以下「新型コロナ」という。）の「感染症の予防及び感染症の患

者に対する医療に関する法律」（平成 10 年法律第 114 号。以下「感染症法」という。）

上の位置づけの変更後（令和５年５月８日以降）においては、下記のとおりに分類さ

れた対応によりそれぞれ取り扱うこととしたので（一覧は別紙２参照）、その取扱いに

遺漏のないよう、貴管内市町村、介護サービス事業所等に対し周知徹底を図られたい。 

なお、下記の取扱いについては、位置づけ変更後の状況等を踏まえて見直しを行う

場合があることを承知されたい。 

記 

１ 利用者や従事者等において新型コロナ感染者が発生した際にも、安定的にサービ

ス提供を行うための臨時的な取扱いや、ワクチン接種の促進のための臨時的な取扱

いについては、当面の間継続する。 

11



２ 引き続き感染対策を行いながら必要なサービスを提供する観点及び新型コロナの

位置づけ変更やオンラインによる研修環境の改善等を踏まえ、より合理的な取扱い

に見直すことが適当なものについては、以下の通りの見直しを行った上で臨時的な

取扱いを継続する。 

２－（１） 人員基準等の緩和に係る臨時的な取扱いについては、利用者や従事者

（同居する家族を含む）に新型コロナ感染者（又はその疑いがある者）が発生した

場合において、柔軟な取扱いを継続する。 

２－（２） 研修に係る臨時的な取扱いについては、実習・実地研修に限り、新型コ

ロナの影響により未受講の場合に、基準違反・減算としない取扱いを継続する。

３ 新型コロナの感染症法上の位置づけ変更に伴い、各種制限が緩和されることを踏

まえ、臨時的な取扱いがなくても必要なサービスを提供することが可能と考えられ

るものについては、当該臨時的な取扱いを令和５年５月７日をもって終了する。 

※位置づけ変更前に既に取扱いを終了しているものを含む

※コロナ特例事務連絡としては終了するが、他の事務連絡等により従前と同様の取

扱いが可能であるものを含む

以上が位置づけ変更後における対応となるが、介護保険事業の健全かつ円滑な運営

のため、当面の間継続する又は必要な見直しを行った上で継続する臨時的な取扱いの

適用は、新型コロナ感染者（又はその疑いがある者）の発生やサービスの継続に必要

な新型コロナの感染対策の実施等により、通常必要なサービスの提供に影響があった

場合に厳に限るよう留意するとともに、各介護サービス事業所等において適切な運用

がなされるよう、貴担当主幹部（局）において十分な監督を行うこと。 

以上 
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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う人員基準等に関する臨時

的な取扱いについて 

※別紙１については、容量が大きいため下記 URL をご参照ください。

（参照 URL） 

https://www.mhlw.go.jp/content/001093400.pdf 
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介 護 保 険 最 新 情 報

 

 

Vol.１１６９ 

令和５年９月５日 

厚 生 労 働 省 老 健 局

高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課、老人保健課 

貴関係諸団体に速やかに送信いただきます 

ようよろしくお願いいたします。 

各都道府県介護保険担当課（室） 
各市町村介護保険担当課（室） 
各介護保険関係団体 御 中 
← 厚生労働省 老健局 高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課、老人保健課 

今回の内容 

情報通信機器を活用した介護サービス

事業所・施設等における 

管理者の業務の実施に関する留意事項

について 

計４枚（本紙を除く） 

連絡先  T E L  : 03-5253-1111(内線３９７１、３９７９、３９４８) 

F A X  : 03-３５０３-７８９４ 
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事 務 連 絡  

令和５年９月５日 

各都道府県介護保険担当主管部（局） 

各市区町村介護保険担当主管部（局） 御中 

厚生労働省老健局高 齢 者 支 援 課

認知症施策・地域介護推進課 

老 人 保 健 課 

情報通信機器を活用した介護サービス事業所・施設等における 

管理者の業務の実施に関する留意事項について 

 介護サービス事業所・施設等（以下「介護事業所等」という。）の管理者については、

例えば、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成 11 年

厚生省令第 37 号）第６条及び第 28 条など、各サービスの人員や運営に関する基準に

おいて、 

・ 原則として、介護事業所等ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者が配置さ

れなければならず、 

・ 管理者の責務として、従業者及び業務の管理並びに従業者に運営基準を遵守させ

るため必要な指揮命令を行わなければならない 

こととされています。 

今般、「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」（令和４年６月３日デジ

タル臨時行政調査会）において、少子高齢化が進む中で、デジタル技術を活用し、生

産性向上や人手不足解消等を進める観点から、「常駐規制」（物理的に常に事業所や現

場に留まることを求めている規制をいう。以下同じ。）について、デジタル技術等の活

用による見直しを行う方針が示されました。現在、介護事業所等の管理者の「常駐」

については運営基準上明示していないところ、同プランを踏まえ、「デジタル原則を

踏まえたアナログ規制の見直しに係る工程表」（令和４年 12 月 21 日デジタル臨時行

政調査会）において、管理者の「常駐規制」について、本年９月までに必要な対応を

行うこととされたところです。 

つきましては、管理者による情報通信機器を活用した遠隔での業務の実施（以下「テ

レワーク」という。）に関する考え方を下記のとおりお示しすることとしましたので、

その内容について御了知いただくとともに、管内の介護事業所等に対して御周知いた

だきますよう、お願いいたします。 

なお、本事務連絡は介護保険法（平成９年法律第 123 号）上の各サービスの人員や

運営に関する基準で定める管理者（特別養護老人ホームの施設長も含む。）の取扱い
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についてお示しするものですが、老人福祉法（昭和 38 年法律第 133 号）及び関係省

令で定める軽費老人ホーム及び養護老人ホームの施設長についても、本事務連絡にお

ける取扱いに準ずることとして差し支えないことを申し添えます。 

記 

第１ テレワークに関する基本的な考え方 

 介護事業所等の管理者は、当該介護事業所等の管理上支障が生じない範囲内におい

て、テレワークを行うことが可能である。また、当該管理者が複数の介護事業所等の

管理者を兼務している場合にも、それぞれの管理に支障が生じない範囲内において、

テレワークを行うことが可能である。その際、利用者やその家族からの相談対応など

も含め、利用者に対するサービスの提供や提供されるサービスの質等に影響が生じな

いようにすること。 

 なお、本事務連絡に記載の取扱いについては、管理者としての職務への従事に関し

て示したものであり、管理者が管理者以外の他の職種（介護職員等）を兼務する場合

の当該他の職種としての業務に関して示したものではない。管理者以外の職種におけ

るテレワークの取扱いについては、今後、「デジタル原則を踏まえたアナログ規制の

見直しに係る工程表」を踏まえ、令和５年度中に別途お示しすることとする。 

 また、管理者が兼務可能な介護事業所等の範囲の見直し等については、今後、「規制

改革実施計画」（令和５年６月 16 日）に基づき、社会保障審議会介護給付費分科会等

での意見も踏まえながら、令和５年度中に結論を得ることとしている。 

第２ 管理上支障が生じない範囲の具体的な考え方 

（１）管理者がテレワークを行い、介護事業所等を不在とする場合であっても、サー

ビスごとに運営基準上定められた管理者の責務（例えば、通所介護の場合、従業

者の管理、利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理及び従

業者に運営基準を遵守させるため必要な指揮命令）を管理者自らが果たす上で支

障が生じないよう体制を整えておくこと。その際、管理者以外の従業者に過度な

負担が生じることのないよう、留意すること。 

（２）特に、利用者及び従業者と管理者の間で適切に連絡が取れる体制を確保するこ

と。また、管理者は利用者、従業者及びその他関係者と、テレワークを円滑に行

えるような関係を日頃から築いておくこと。 

（３）事故発生時、利用者の状態の急変時、災害の発生時等、管理者がテレワークを

行う場合における緊急時の対応について、あらかじめ対応の流れを定めておくと

ともに、必要に応じて管理者自身が速やかに出勤できるようにしておくこと。 

（４）管理者としてテレワークを行うことができる日数・時間数については、介護サ 

ービスの種類や介護事業所等の実態等に応じて、各事業者において個別に判断す
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ること。ただし、他の職種を兼務する管理者がテレワークを行う場合、管理者以

外の各職種の人員配置基準に違反しないようにすること。 

（５）上記（１）～（４）について、利用者やその家族、都道府県、市町村等から求

めがあれば、適切かつ具体的に説明できるようにすること。 

第３ テレワークの環境整備に関する事項 

（１）利用者やその家族に関する情報を取り扱う際は、個人情報保護関係法令、「医

療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」（平

成 29 年４月 15 日（令和５年３月一部改正）個人情報保護委員会・厚生労働省）

及び「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第 6.0 版（令和５年

５月）」を参照し、特に個人情報の外部への漏洩防止や、外部からの不正アクセス

の防止のための措置を講ずること。 

（２）上記に加えて、第三者が情報通信機器の画面を覗き込む、従業者・利用者との

会話を聞き取るなどにより、利用者やその家族に関する情報が漏れることがない

ような環境でテレワークを行うこと。 

（３）利用者やその家族に関する情報が記載された書面等を自宅等に持ち帰って作業

する際にも、情報の取扱いに留意すること。 

（４）その他、テレワーク実施者の適切な労務管理等について、「テレワークの適切な

導入及び実施の推進のためのガイドライン」（令和３年３月 25 日 基発 0325 第５

号・雇均発 0325 第４号 別添１）を参照すること。なお、テレワークに係る労務

管理・ICT の活用等の事業者向け無料相談・コンサルタント窓口として「テレワ

ーク相談センター」を設けているため、必要に応じ活用いただきたい。 

（参考１）「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱い

のためのガイダンス」（平成29年４月14日（令和５年３月一部改

正）個人情報保護委員会 厚生労働省） 

https://www.mhlw.go.jp/content/001120905.pdf 

（参考２）「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第6.0

版（令和５年５月）」 

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000516275_00006.html 

（参考３）「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドラ

イン」（パンフレット）

https://www.mhlw.go.jp/content/000828987.pdf 
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（参考４）「テレワーク相談センター」のご案内 

https://telework.mhlw.go.jp/info/map/ 
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